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1. はじめに

中国朝鮮語の規範化方針の転換の軌跡とその可能性

『朝鮮語規範集』(2016年）での修正を手掛かりに一

植田晃次

朝鮮民族はいわゆる「跨境民族(kuajing minzu) 」であり、朝鮮語は平壌文化語l• ソウル標

準語、そして中国の少数民族語としての朝鮮語（以下、 「中国朝鮮語」 ）の 3つの規範を持つ。

中国での朝鮮語規範化はハングル綴字法統一案(1933年）を出発点に、平壌の規範を準用した

時期を経て、その時々の政治状況の揺れの影響を受けながら、実務での必要性から出版 ・マス

コミなどの朝鮮語関連機関が内部で独自に規範化に取り組んだ時期を迎える。その後、1977年

に規範集の試用方案を、さらには 1985年にようやく「誰もがみな義務的に守らなければならな

い社会的規範であり、今後、文を書いたり話したりする時、必ずこれに準じなければならない」

（前書き）という全国的な統制力を明示した規範集を持つに至った。大まかにいえば、従来の中

国朝鮮語は、ハングル綴字法統一案を土台として、漢語（中国語）との相克の中で基本的には平

壌文化語の規範を準用しつつその規範を確立してきた。しかし、中韓外交関係樹立以降、大量

の韓国の朝鮮語との接触や「青報伝播形態の変化とも相まって、新たな相克の波に揉まれること

になった。その過程で、 1985・1996・2007・ 2016年とおよそ 10年サイクルで規範集の見直し

が行われてきた20 

中国朝鮮語の変遷や規範化については、 1990年代後半以降の主な単著に限っても、多くの研

究がある（北京大学朝鮮文化研究所 1995、宮下 20073、金永寿 2012、金永寿 ・金莉郷 2015、金

光沫 2015など）。なかでも金永寿(2012)は、2016年規範集執筆の当事者となるひとりが南北朝

鮮と中国の規範の差異を整理した上で項目別の提案をも示しており興味深い4。また、中国刊行

の朝鮮語学 ・朝鮮語教育雑誌である『中国朝鮮語文』（吉林省中国朝鮮語文雑誌社）でも折に触

れ、関連する論考が掲載されている。これらは中国朝鮮語文叢書（全 34巻、池光哲・金桂花 主

筆、2015~2017年、民族出版社）にも池光哲(2016a・20166)として再録されている。 日本での

論考では前掲の宮下(2007)の他、語彙規範の変遷を扱った熊谷(1995)や言語条例を考察する中

で規範化に触れた李守(2008)などもある。本稿の筆者も、植田 (1996・2000)で中国朝鮮語の規

範制定者の規範語観や語彙規範の問題点について論じたことがある。しかし、近年は状況が変

化しつつあるものの、中国刊行のものには部外者が確認し難い史資料 ・文書に基づいた記述や

内容の不正確さが散見される場合がある。そのため、資料を取り 巻く当時の状況からとりわけ

国外の研究者は二次資料に基づかざるを得ない部分があるという限界がある。

1従来は 「朝鮮文化語」と呼ばれていたが、近年は通常 「平壌文化語」と称される。便宜上、本稿では前者の

呼称の時期も含め後者を用いておく 。

2以下、それぞれを 「2016年規範集」のように略称する。

3 本薔は特に 「参考文献」(137~145頁）に誤字 ・脱字が非常に多くある等、参照に当っては注意を要する。

4 実際の2016年規範集では、ここでの提案とは異なる点も見られる。
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本稿ではまず、現行の規範集に直接つながる と考えられる『朝鮮語分かち壽き （草案）』 (1969

年）以降に内部発行を含め出版社から刊行された中国朝鮮語の規範集について原物資料に基づ

いて書誌を整理する。その上で、独自の規範化を続けてきた中国朝鮮語の規範、とりわけ 2016

年規範集での修正を手掛かりに、中国朝鮮語の規範化方針の転換の軌跡と可能性について検討

する。なお、 2016年規範集では分かち書きや文書符号法の大きな修正が見られ、朝鮮語紙『吉

林新聞』はこの規範集の普及開始を 2017年の朝鮮族社会 10大ニュースの 1つに選んでいる只

2. 規範集の書誌

植田 (1996)では、 当時入手し得た規範化文献から公的機関によるもの 8種、その他によるも

の 1種を取り上げて紹介し分析を試みた図 一部重複するが、本稿では 1969年から現代までの

『朝鮮語規範集』（前身の 3冊を含む）を原物主義の立場により整理する。原物主義だは、日本

近代朝鮮語教育史研究で本稿の筆者らが採っている方法論である。ところで、本稿が対象とす

る文献のうち、影印されているもの（高永根 2000)もある。原物主義に対しては、書誌学的な考

察に重点を置くのではなく資料の特徴を捉えることが主目的である場合には、デジタル化資料

を利用しても重大な欠点とはならないという反論もなされる（例えばパク ーキヨン 2016:124)。

しかし、本稿の筆者が原物主義に依る理由は、影印本（デジタル化資料も同様である）には、意

図的・非意図的に拘わらず、原物の状態が恣意的に保存されていない場合や著しくは改変・改

霞されている場合があったり、そもそも疑義があっても確認することができないためである。

また、「直接原本にあたるほうがよいのは言うまでもないが、時間の面でも費用の面でも大きな

負担となるし、全体像を見渡すには影印本でも特に支障はないと思われる。」 という主張もある

（吉本 2012:55)。しかしながら、本稿の筆者の 10余年の経験に基づけば、如何なる素性のもの

を影印・デジタル化したのか明らかにしていない、また、知的生産物に対する倫理的な問題が

クリアーではないものが多い、そもそも上述のように研究途上の疑義を確認できないという問

題点に逢着した。このような問題点がある以上、まっとうな研究においては、能う限り考察の

対象そのものの資料としてこれらの使用は避けるべきであり、原物を資料とする労力 （や吉本

のいう「時間」・「費用」）を惜しむことは論外であると考えるからである。これは現代の資料で

も基本的に同様である閃資料の原物へのアクセスも以前に比し容易になった現状にも鑑み、本

稿でも、少なくとも規範集と関連する規範化文献は原物を手に取った上で確認することにする。

書誌を示す前に、ここでは金永寿(2018)と太平武(2017)に基づき中国での朝鮮語規範化の時

期区分を整理しておく（表 1)。

5 「『吉林新聞』が選んだ 2017年朝鮮族社会 10大ニュース」（「吉林新聞ニュース」ウェブサイト、発表時

rcii:2011.12.31 22:15:35、http://kr.chinajilin.com.cn/society/content/2017-12/31/content_l96444. 

htm、2018年 4月 28日最終接続）＊（＊・※については、注 37を参照）

6 ここでは規範集の他に関連する規範化文献についても検討 ・紹介した。

7植田 (2012:204)参照。なお、本稿は「原物主義」を採るが、漢語の表記には原則として日本語で通常用い

られる漢字を用いる。また、朝鮮語は日本語に訳して示している。

8 植田 (2016a)はその試みである。
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金永寿(2018:5) 太平武(2017:24-27) 

1945~1953 「ハングル綴字法統一案」に従 1945~1954 朝鮮のものを直接受容してい

っていた時期 た時期

1954,...__,1969 朝鮮の規範に従っていた時期 1954,...__,1976 中国の現実と朝鮮のものを接

1970,...__,1976 自らの規範を模索し制定して ぎ木していた時期

いた時期

1977'"'-'1992 政府の主導下に自らの規範を 1977~1992 中国朝鮮語規範化事業の成熟

制定・実施していた時期 発展の時期

1992~ 韓国語規範の衝撃と言語電算 1992~ 中国朝鮮語規範化事業の韓流

化等の影響で現有の規範を修 による動揺時期

正 ・調節していた時期

表 1 中国での朝鮮語規範化の時期区分，

1945~ 1953 (1954)年の時期の命名が両者で異なっているが、太平武(2017:24)はこの時期に

ついて、「…1946年にハングル学会で修正した 「ハングル綴字法統一案」を基礎に朝鮮で使っ

ていた文法教科書と規範がそのまま中国に直輸入され使ってきていた時期...」と しており内実

には大差がない。また、1954年~1976年の時期を金永寿が 2分しているのに対し、太平武はま

とめているが、何度かの漠語への接近の強化とその揺り戻しが起こるこの時期を大きく見れば

両者の基本的見解にはさして違いはないと見て差支えないだろう。

管見の限り 、以下の規範集を原物により確認できた叫発行年月 、『書名』、編著者等、出版社、

統一書号または ISBN、定価、 頁数、発行部数、「開本」 （横x縦の実測値）の順に示す凡

1969年 12月 『朝鮮語分かち書き（草案）』、 不記載、延辺人民出版社、 M9136・315、

0.03元、18頁、20000冊、奥付なし12(132 X 185 IIlIII) 

1974年 7月 『朝鮮語標準発音法（草案）』、 延辺朝鮮族自治）小I毛主席著作翻訳出版塀公室言

語研究小組、延辺教育出版社（内部発行）、 M7092・1、0.19元、115頁仄

11000冊、不記載(129X 184 IIlIII) 

1974年 9月 『朝鮮語綴字法（草案）』、 延辺朝鮮族自治）、卜1毛主席著作翻訳出版塀公室言語研究

，他にもより政治的時期区分に準じた分け方もある（例えば、李守2008:45など）。なお、本稿では朝鮮語を日

本語に訳す際、便宜上、王せを朝鮮、牡奇を韓国と置き換えておく 。

10 [延辺人民出版社](1983)による限り、少なくとも延辺人民出版社からはこれ以外の書籍は刊行されていな

い。なお、太平武(2017:27)は 「1964年度に至り中国朝鮮語規範化草稿が現れた」と述べている。

II ISBNの10桁または 13桁の数字以外に記号等がある場合は併せて示す。また、［延辺人民出版社](1983)の

記述と刊行月 • 発行部数等に細齢がある場合は原物に基づいて示す。
12原物には奥付はなく、 表紙には書名（朝鮮語分かち書き（草案））と発行年(1969年）のみ明記されている。本

稿の筆者が確認し得た原物を見る限り、奥付は元からないようである。本稿では、 ［延辺人民出版社](1983: 
761)・ 池王子 等(1992:314)に記載のものと推定した。また、金永寿(2012:10)では、朝鮮族語言問題毛沢東思

想学習班で通過した草案であり、 1970年 1月から正式に実施されたとしている。

13 25頁以降は 「『朝鮮語標準発音法（草案）』解説」である。
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組［ママ］、延辺人民出版社（内部発行）、 M9136・24、0.24元、 134頁八 13000

冊、不記載(129X 184 mm) 

1977年 11月 『朝鮮語規範集（試用方案）』 15、東北三省『朝鮮語規範集』執筆小組、延辺人民

出版社、 M9136・29、0.12元、 58頁、 30000冊、不記載(129X 183 mm) 

1985年 1月 『朝鮮語規範集』 16、東北三省朝鮮語文事業協議小組雛公室、延辺人民出版社、

M9136・45、0.60元、 126頁、50000冊、 787X 1092 1/32 (128 X 183 mm) 

1996年 7月 『朝鮮語規範集（修正補充版）』、中国朝鮮語査定委員会・東北三省朝鮮語文事業

協議小組雛公室、延辺人民出版社、 7805994900/H・7(民文）、 22.00元、 636

頁、1300冊、 850X 1168 L/32 (144 X 209 mm) 

2007年 9月 『朝鮮語規範集』、中国朝鮮語査定委員会、延辺人民出版社、 9787806988428(民

文）、 98.00元、 724頁、 1080冊、 787X 1092 1/16 (173 X 237 mm) 

2016年 12月 『朝鮮語規範集』、 中国朝鮮語査定委員会、延辺教育出版社、 9787552454932(民

文）、 49.00元、 288頁、不記載、 787X 1092 1/16 (179 X 246 mm) 

文化大革命中に刊行された『朝鮮語分かち書き』 ・『朝鮮語標準発音法』 ・『朝鮮語綴字法』は

すべて「草案」である。このうち少なくとも「標準発音法」と「綴字法」はそれぞれ自治）小Iレ

ベルで編纂され、「…まだ『討論稿』であり広範な群衆の意見を聴取するために内部に発行す

る 。 」（標準発音法「前書き」）、「•• • 『討論稿』でありより広範な工農兵群衆と言語工作者の意

見を聴取するために内部に発行する。」（綴字法「前書き」）と明記されていることから意見聴取

用のたたき台であることがわかる。

3. 2016年規範集の修正過程と実行・普及過程

2016年規範集は「前書き」で、次のように修正の必要性について述べている。

社会的属性を持つ言語文字は時代の発展と相まって変化せざるを得ない。中国朝鮮語の

実情について見ても、最後の朝鮮語規範集が出た 2007年から現在まで無慮 10年という

歳月が流れる間に少なからぬ言語変異が生じ、言語電算化の発展と相まって、朝鮮語の綴

字法・分かち書き等に対する科学性の要求がいっそう高まっている 。／本規範集は現在の

言語実態に照らし、朝鮮半島との共同成分を増やし、言語規範原理、すなわち「科学性・

連続性・漸進性・大衆性を等しく考慮する原則」に従い、 2007年の『朝鮮語規範集』を基

14 23頁以降は 「『朝鮮語綴字法（草案）』解説」である。
15 [延辺人民出版社](1983: 1087)では、加えて 2刷についても 「1978.2 1版2次印刷 32開／書号M9136・

29 印数30,250冊 定価0.12元」と挙げられている。『『朝鮮語規範集（試用方案）』解説』（東北三省 『『朝鮮
語規範集』解説』執筆小組、延辺人民出版社、 1978年 11月、 M9136・32、0.48元、 234頁、20000冊、規範集
以外の規範化文献の 「開本」と横x縦の実測値は略す）＊が別途刊行されている。また、 1977年規範集を受け
て、『綴字法が変わった単語について』（劉銀鍾、遼寧人民出版社、 1979年6月、 M9090・2、0.11元、63頁、
9100冊）＊が刊行されている。
16 『『朝鮮語規範集』解説』（東北三省 『『朝鮮語規範集』解説』執筆小組、延辺人民出版社、 1986年10月、
M9136・48、2.00元、404頁、 1430冊）＊が別途刊行されている。
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に4則を網羅した部分的内容を修正・補充した。

この修正作業は次のような過程を踏んで規範集の刊行に至っている＂ 。

2015. 2 東北三省朝鮮語文協議領導小組が中国朝鮮語査定委員会18(責任者：延辺大学教

授金永寿 ・金光寿 ・金哲俊）に委託

2015. 2 

2015. 3 

2015. 12 

上記責任者が朝鮮語学の元老 ・雀允甲教授から修正意見を聴取

「三協J事務室幹部との修正方案 ・実施方案の研究、延辺教育出版社での調査

研究を経て、第 1次修正（約 4カ月間）に着手

専門家討論会議を開催し、第 2次修正すべき各項条目を専門研究討論し、 言語

文字使用機関責任者の参加のもとに朝鮮語「4則」規範修正案を聴取し、これ

に基づき第 2次修正

中国朝鮮語査定委員会第 27次会議を開催、修正した各項について原則的に通

過、会議で吉林省民族事務委員会の金明哲副主任が朝鮮語規範化 ・標準化事業

は朝鮮語文事業のうちでもっとも重要な一環であり、修正作業を必ず成功させ

なければならないと強調

2016. 1~5 会議での意見に従い、第4次修正

2016.6.1 最終修正専門家審査会議を開催（於延吉）、 全修正内容を通過

2017.3.13 『朝鮮語規範集』発行式を開催（於長春）

また、この過程で 2015年 2月 15日に修正方案（草稿）を制定し、全国の朝鮮語関連専門人士

たちの意見を収倣し、 言論 ・出版業界を通じたアンケート調査を基に同年 6月 1日に規範原則

修正と出版案を通過した19というように複数の専門家と関連機関の意見を聴取している。ここ

から前掲の専門家討論会議の時期はこの時と考えられる。

2017年 3月 13日の発行式（東北三省朝鮮語文協議領導小組塀公室主催）は長春市朝鮮族中学

校で行われ、「•••東北三省の民族事業当該部門の責任者、 吉林省内の朝鮮語 ・ 文字を使用する行

政・教育 ・新聞出版・放送 ・テレビなどの機関および吉林省内の一部朝鮮族中小学校の当該責

任者等計 100余名が参加した。」20と報道されている。発行式では、規範集のお披露目と寄贈式、

指導者の演説、発行事業座談会が行われ、座談会では規範集出版関連事業の紹介と規範集の解

説の後、朝鮮語 ・文字の教育対策を強く求める会議参加者の意見交流があったという 21。また、

" 「『朝鮮語規範集』が新たにお目見えするまで」（「吉林新聞ニュース」ウェブサイト、発表時間：2017.3.14 

10:13:35、http://kr.chinajilin.com.cn/sports/content/2017-03/14/content_184625. htm、2018年 4月 28

日最終接続）＊から抜粋 ・要約。ここでは第 3次修正の時期は明記されていない。

18 「東北三省朝鮮語文協議領導小組事業要綱に依って設立された朝鮮語規範化・標準化審査組織であり、国家

から割り 当てた当該の朝鮮言語文字規範化・標準化等の課題の研究開発と管理に責任を持つ」 組織である。

（前掲 「『朝鮮語規範集』が新たにお目見えするまで」）

19 「朝鮮語新規範、 12月出帆実施の展望」 （「吉林新聞ニュース」ウェブサイト、発表時間：2016. 11. 01、15:

55:38、http://kr. chinajilin. com. en/ sports/content/2016-11/01/ content_l 79779. htm、2018年 4月 30日最

終接続）＊

20 「『朝鮮語規範集』 (2016年修正版）発行式、長春で」（「吉林新聞ニュース」ウェブサイト、発表時間 2017.

3. 13 21: 41: 13、http://kr.chinajilin.eom.cn/sports/content/2017-03/13/content_l84613.htm、2018年 5

月2日最終接続）

21 「『朝鮮語規範集』 (2016年修正本）発行式、 長春で」 『中国朝鮮語文』2017年第 3号、吉林省中国朝鮮語文
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東北三省朝鮮語文協議事業座談会(2017年 6月 6 日開催）での金明哲副主任の総括発言によれ

ば、国内の朝鮮語 ・文字使用機関と群衆に規範集が無料で配布されたという 220 

以上で見たように、規範集の修正は企画から発行までがトップダウンで行われている。

さらに、このように世に出された規範集の実行 ・普及も同様にトップダウンで行われる。

発行式後、少なくとも以下の 2回の全国レベルと自治州レベルの関係者を対象とした「講習

班」が東北三省朝鮮語文協議領導小組雛公室主催で開催されたことが確認できる23。第 1期は 7

月 20日~21日に長春で開催され、北京 ・東北三省の学校・教育学院 ・出版社・放送局・雑誌

社・新聞社などの当該事業従事者計 120名が参加した。講習内容は、金光沫 ・金永寿（ともに延

辺大学教授） ・祖紅梅（民族出版社編審） ・金哲俊（延辺大学教授）がそれぞれ「朝鮮語規範の新た

な変化」 ・「朝鮮語標準発音法および文章符号法」 ・「朝鮮文編集過程でしばしばぶつかる間題」・

「朝鮮語分かち書き」等を巡り講義するというものである。第 2期は 7月 25日~26日に図何

で開催され、延辺地域の同様の当該事業従事者 120余名が参加した。このように、規範集の執

筆者 3名を含む講師が直々に内容を講義するものである。

これを受け、朝鮮語関連の各機関でも新規範への移行が行われる。主要な文学 ・芸術雑誌の

移行状況は次の通りである。月刊誌『延辺文学』 では第 4期(4月 15日発行）、隔月刊誌『長白

山』 (3月 11日発行）・『トラヂ』 (3月 15日発行）・『芸術世界』 (4月 20日発行） ・『文化時代』

(4月 20日発行）ではそれぞれ第 2期に、すなわちおおむね 2017年 3月~4月発行号から新規

範に移行したことがわかる。このう ち、『芸術世界』 2017年第 2期には「お しらせ」と して、

「東北三省朝鮮語文協議領導小組事務室から発布した「『朝鮮語規範集』 (2016年修正本）実施

に関する通知」の要求と延辺人民出版社の決定に従い、本号から『朝鮮語規範集』 (2016年修

正本）の規定に基づき、原稿編集と雑誌の出版を行うことになったことをお知らせ致します。」

(143頁）と新規範への移行について明示されている。 ここからもしかるべき機関からの通知の

下達を受けて移行が実施されたというトップダウンの様子がわかる。

4. 2016年規範集での修正状況

4. では、 主に2007年規範集から 2016年規範集への修正状況について整理する。

まず、規範には大きく分けて、「4則」規範24と語彙規範に大別される。「4則」規範とは、標

準発音法 ・綴字法 ・分かち書き・文書符号法から成る。語彙規範とは語彙規範化の原則 ・細則・

統一案などから成る。

雑誌社、表紙2

22 「東北三省朝鮮語文協議事業座談会、長春で開催」（「延辺ラジオ ・テレビ放送局」ウェブサイト、

2017.06.09 08:58、http://lvww.iybtv.com/p/137874、2018年 5月 1日最終接続）＊

23 「2017年「朝鮮語規範」講習班、 長春で」（「吉林新聞ニュース」ウェブサイ ト、 発表時間 2017. 7.21 

15:21:23、http://kr.chinajilin.com.cn/sports/content/2017-07/21/content_189344. htm、2018年 4月 30

日最終接続）＊、 「2017年第 2期 「朝鮮語規範」講習班、図｛門で」（ 「吉林新聞ニュース」ウェプサイト、発表

廿寺間 2017. 7. 26 u:10:31、http://kr.chinajilin.com. cn/edu/content/2017-07/26/content_l89520.htm、

2018年 4月 30日最終接続）＊

24 1996年規範集では「4法」規範、それ以前の規範にはまとめた命名はない。
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まず、金哲俊(2017)に依り 2016規範集での 「4則」規範の修正部分をまとめる。

発音法 ：章立て変更のみ

綴字法 ： 1)母音の順序変更、 2)子音名変更、 3)終声の順序変更

分かち書き： 1)総則の変更、 2)条項の変更、 3)内容の変更[(1)不完全名詞の分かち書き、

(2)数詞の分かち書き、 (3)代名詞の分かち書き、 (4)動詞と形容詞の分かち書

き、 (5)補助用言の分かち書き］

文 章 符号： 1)総則の変更、 2)文章符号の種類と名前の変更、 3)中黒（．）の使用、 4)引用

符(" "と' ')の使用、 5)しろしかく（口）の使用

次に、金哲俊(2017)では触れていない語彙規範の変動について示す。

2007年規範集には収録されていたが2016年規範集で削除された項目は次の通りである。（

内はその項目が新設された規範集の発行年である。

査 定 案：第 1次方言語彙(1996)ZEi 

統 一 案：朝鮮語名詞・述語、外来語表記、機関・工場・企業所・事業所の朝鮮語

名称叫1985)、体育号令、外国音楽家名表記（以上 1996)、国（地区）およ

び首都（首府）名、朝鮮語化学元素名、中国少数民族名称の朝鮮語、サッ

カー用語（以上 2007)

統一案漠朝対照表：朝鮮語名詞・述語、外来語表記、機関・工場・企業所・事業所の朝鮮語

名称27、体育号令、外国音楽家名表記（以上 1996)、中国少数民族名称、

刑法罪名、サッカー用語（以上 2007)

また、朝鮮語名詞・述語統一案(1985)と朝鮮語名詞・述語統一案漢朝対照表(1996)が削除さ

れている代わりに 2007-2015年名詞・述語統一案が新設されているが、漢語に対応する朝鮮語

を示す従来の「統一案漠朝対照表」の形式になっている。なお、 2007年規範集にはなく、 2016

年規範集で新設された規範には、楽器の朝鮮語名称があり、西洋楽器と中国楽器の名称から成

る280

5. 規範化方針の転換の軌跡

中国の朝鮮語規範化において、 1963年 6月 28日に周恩来総理が 「平壌のことば」に従って

学ぶという方針を指示したことが知られている。 1985年規範集では、この方針が 「朝鮮語名詞・

述語は平壌のことばを基準として従い学べという周総理の指示に基づき言語の民族化と言語

25 「1996年規範集で新設され、2007年規範集まで収録された第 1次方言語葉査定案が 2016年規範集で削除さ

れた」の意

26 1985 年規範集では漢語に対応する朝鮮語を示すもので機関・工場•• •統一案漢朝対照表の形式に準じてい

る。 1996年規範集から朝鮮語に対応する漢語を示す形式に改められた。

27 前注を参照。

28 1985年規範集から 1996年規範集への修正の間に、 『朝鮮語語彙規範集(1)』（中国朝鮮語査定委員会 ・東北

三省朝鮮語文事業協議小組塀公室、東北朝鮮民族教育出版社、 1989年5月、 7543703688/G・366(民課）、 1.30 

元、 8370冊）＊が刊行され、語彙規範の一部組み換えが行われた。ごれについては植田 (2000:403-404)を参

照。なお、同書には西洋楽器名表記統一案が設けられていたが、 1996年規範集では収録されていない。
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の大衆性 ・科学性の要求にマッチするように規範化することで祖国の社会主義革命と社会主義

建設のために、祖国の 4つの近代化のために立派に服務できるよ うにする。」（「朝鮮語語彙規

範」の「朝鮮語名詞・述語の規範化原則」）と明確に謳われている。

しかし、 1996年規範集 （より正確には 『朝鮮語語彙規範集(1)』、注 28参照）からは、1985年

規範集と同様に「東北三省朝鮮語文事業第 2次実務会議(1978年 12月 5日）」で採択された同

ーの文書であることが明示されているにも拘らず、「平壌のことば」に従い学ぶという文言を含

む段落はその前段落29とともに削除され、 具体的な 4項目のみが示されている。これは従来閉

ざされていた中国と韓国の人・物・情報の流動への扉が 1980年代から次第に開かれ、 1992年

の両国の外交関係樹立以降、加速度的に増加した接触の結果であることは言 うまでもない。

このような実清の中で、規範集が基づく方針も徐々に軌道修正されてきた。

1996年規範集は「前書き」で以下のように明示 している（以下、引用での下線は植田）。

東北三省朝鮮語文事業協議小組では、朝鮮語規範化事業は中国朝鮮族の意思交換に有利

でなければならないのみならず、朝鮮民族全体の意思交換にも有利にしなければならず、民

族化・大衆化・科学化の要求にマッチさせなければならないという指導思想を確立し、 7次

の東北三省朝鮮語文事業実務会議を開き、中国朝鮮語査定委員会が成立されたのちには 9次

の中国朝鮮語査定委員会査定会議を開き、朝鮮語「4法」、朝鮮語名詞・述語規範化原則など

諸般の規範化原則と語彙統一案を制定した。／今日われわれは国内で朝鮮語を使っている

人々の需要と時代的要求に順応しようと在来の規範化原則と統一案を 1つにまとめて『朝鮮

語規範集（修正補充版）』を出版す る。

また、語彙に関しては、1990年 2月中国朝鮮語査定委員会第 6次［実務］会議で審議 ・採択さ

れた「語彙整理した語の処理細則」で次のように示している。この記述はこの後 2016年規範集

にまで引き継がれている。

朝鮮の北と南で整理した語は東北三省朝鮮語文事業第 2次実務会議で審議・採択した

「朝鮮語名詞・述語の規範化原則」とわが国の言語生活の具体的実情に従い次のように処理

する。／わが国の言語生活の現実的要求にマッチし科学性を持ってうまく整理された語は積

極的に受け入れて使い、そうでないものはしばらく受け入れて使わないことを原則とする 。

2007年規範集ではさらに 「前壽き」で以下のよう に示している。

1977年から 20年近くの間、国内の朝鮮語規範［ママ］事業は語彙整理と漠朝対訳に偏重し

ていたと言える。けれども、近年、海外から大量の外来語が押し寄せてきて国内の朝鮮語規

範化作業は少なからぬ濫路と難関にぶつかることになった。もちろん国内の朝鮮語規範を巡

って学者・専門家層で異なる主張と見解があることは事実である 。 しかし、現時点で自らの

ものを生かすと同時に国際的交流に助けとなるようにしなければならないという基本枠組

みは変わってはいけないというところに意見を集めている 。言語は社会現象であるために、

29 1978年規範集の規範化原則の冒頭には 「朝鮮語名詞・述語の規範化事業では毛沢東思想の偉大な旗織を高

く掲げ言語に関するマルクス ・レーニン主義理論を指針として党の民族語文政策を貫徹 ・執行する。」 ともあ
る。
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当該社会の特徴を持つようになることは自明のことである 。朝鮮半島の統一が成し遂げられ

たその時でさえも国内 の朝鮮語規範化作業は依然と して存在す ることにな るだろう。

さらに、 2016年規範集は「…韓国と朝鮮で共同編纂中の『はらからことば大辞典』で通過し

た規範を主体として中国の朝鮮語だけの色合いを帯びさせた」 30という方針によりソウル標準

語と平壌文化語の規範の折衷的な要素が散見されることになる。

これについて 3. の冒頭で示した通り、「前書き」では従来の記述から一歩踏み込んで「本規

範集は現在の言語実態に照らし、朝鮮半島との共同成分を増やし、言語規範原理、すなわち 「科

学性 ・連続性 ・漸進「生 ・大衆性を等しく考慮する原則」に従い、 2007年の『朝鮮語規範集』を

基に 4則を網羅した部分的内容を修正 ・補充した。」 と述べている。

2016年規範集の執筆者のひとりである金哲俊(2017:6)も規範修正の原則について、前書きの

文言を使いながら 「現勢」を説明した後、「伝統と実際を十分に考慮して許容範囲をできる限り

減らし朝鮮と韓国において共同で使う部分を多く増やし、相違する部分は合理的な方に従う総

体的原則」と述べている。

上で見たように、これらの規範集では「国内で朝鮮語を使っている人々の需要と時代的要

求」 ・「わが国の言語生活の具体的実情」 ・「わが国の言語生活の現実的要求」 (1996年規範集）、

「国際的交流に助けとなるようにしなければならない」(2007年規範集）、 「現在の言語実態」 ．

「朝鮮半島との共同成分を増やし」(2016年規範集）といった方針が提示されている。

「朝鮮半島との共同成分を増やし」・「朝鮮と韓国において共同で使う部分を多く増やし」と

いうフレーズに代表されるこれらの文言は、 一見すれば、平壌文化語 ・ソウル標準語の両者と

の共通性を増やすことを指しているように読むことができる。2016年規範集で、附録として「韓

国と朝鮮の綴字法合意案」 ・「韓国と朝鮮の外来語合意案」・「韓国と朝鮮の分かち書き合意案」

31を収録していることはその反映と言えよう。

しかし、中朝間と中韓間の人・物・情報の流動からの中国朝鮮語への影響力を想起すれば、

前掲の 「海外から大量の外来語が押し寄せてきて」という時の「海外」は明 らかに韓国のこと

であり 、これらの「需要と時代的要求」 ・「具体的実情」 ・「現実的要求J・「国際的交流」・「現在

の言語実態」というのは、実質的には韓国の朝鮮語を念頭に懺いていることが透けて見える。

植田 (1996:281)では、それまでの語彙規範化において、 「ピョンヤンのこ とば」を基準としつ

つ、「中国の実情」を考慮するという原則から生ずる矛盾により実際の規範化は揺れを持ったも

のになることを指摘した。20年を経た現在において、 圧倒的な漠語からの影響に加え、韓国の

朝鮮語との折り合いを如何につけるかという点も中国の 「言語生活の具体的実情」 ・「言語生活

の現実的要求」というものの内実の多くの部分を次第に占めるようになってきたことがわかる。

このように、中国朝鮮語は 1996年規範集で 「平壌のことば」の縛りを外し、「中国朝鮮族の

意思交換」・「朝鮮民族全体の意思交換」に軸足を置き換えた後、20年かけて緩やかに規範化方

30前掲 「朝鮮語新規範、 12月出帆実施の展望」

31 これらは前述の南北朝鮮で共同編箕中の『はらからことば大辞典』の編纂過程での合意事項である。附録に

はこれらの合意事項のほか、「韓国で規範化した漢字語 ・日本式漢字語および外来語」も収録されている。
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針を転換させてきたと見倣せる。

6. おわりに

中国の朝鮮語規範化は3.で見たように トップダウンで行われ、その結果である規範集は「国

内の朝鮮語使用で必ず守らなければならない規範」 (2016年規範集「前書き」）とされる。これ

らの規範の制定 ・実行 ・普及 ・メインテナンスには並々ならぬ労力とコストが注がれている。

その一方で、従来の漢語からの影響に加え、ことに中韓外交関係樹立以降には大量の韓国の

朝鮮語からの影響が押し寄せてきている。さらに、メディアや「青報伝達手段の発達によって、

その影響の量や伝逹速度も従来をはるかにしのぐ状況となっている。

このような状況の下で、語彙規範化を絶えず行わなければ、中国朝鮮語は漢語、さらに近年

は韓国の朝鮮語の影響にのみ込まれるという危機感が生じよう。2016年規範集の執筆者のひと

りである金永寿自ら、韓国の規範の影響により 、中国朝鮮語の規範は未だかつてない衝撃を受

け、かつての拘束力を失ったのみならず、朝鮮語 ・文字の使用の混乱という局面に対し為すす

べもないど慨嘆している （金永寿 2012:28) 32。しかしながら、植田 (20166)でその一端を見たよ

うに、 言語使用を「拘束力」によって統制するということは事実上困難である。その結果、絶

え間ない規範、とりわけ語彙規範更新の必要と新たな実情とはいたちごっこの様相を呈してい

る。このような状況の中で、実務で最も求められるのは語彙の対照表であろう。しかし、4.で

見たように、 2016年規範集では従来の規範集に収録していた各項目の一覧である統一案や統一

案漠朝対照表を大幅に削除している33。そこに示される語は定着するものもあろうが、実生活

では使われないものも少なくないという規範化した語彙の姿を暗示している。

このような波にさらされる中、2016年規範集では 4則、特に分かち書きの修正でも、朝鮮半

島との共同成分の増加という名目上の方針の下で実質上ソウル標準語への接近へと舵を切っ

た。北京のある出版社の編集者(33歳）の 2016年規範集に対する「初期なのでまだ混乱する部

分はないわけではないが、言語生活の現実的要求にマッチさせて規範化されたようで、特に朝

鮮や韓国との共同成分を随分増やしたのでインターネッ トを通した資料検索が便利になった。」

34ということばはこの転換の持つ意味を暗示しているように感じられる。

また、民族自治地域では、延辺朝鮮族自治）'i'I朝鮮言語文字事業条例などの条例でも規範化を

下支えしようとしている。例えば、写真 1・2は延吉市のホテル名表示でホテルにあたる部分の

漢語「大酒店」が逐語訳（叫舎刊）から朝鮮語での外来語（立咽）に変更された例である。しかし

同時に、写真 3のようにホテル前のバス停の表示は変更されていないという現象も見られる。

32 2. で示したように、ピーク時の 1985年には 5万冊であった規範集の発行数が、民族語出版の厳しい状況と

相まってか、近年は 1000余冊に止まっていることも表裏一体の関係にあろう。

33 2016年規範集の 「前書き」 では 1・2冊の規範集による規範化の限界を率直に述べ、「補充規範が出るだろ

う」と続けている。これは 1985年規範集に対する『朝鮮語語彙規範集(1)』のよ うなものが出版される可能性

を示唆している。

34 「新しい朝鮮語規範正式発行」（「延辺 日報」 ウェブサイト、 http://www.iybrb. com/news_vew. aspx?id=54 

115、日付：2017.2.23 16:31:36、2018年 5月 1日最終接続）＊
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さらに

は、写

真 4・5

のよう

な珍奇

なもの

や朝鮮
写真 1大酒店→ 吼舎召(2015.8) 

文字で書かれてはいるが朝鮮語と

してまったく意味をなさない文字

を併記した例すらある巴

前述の金永寿の慨嘆のように、

中国朝鮮語の規範語は漠語と韓国

の朝鮮語、さらには口語の朝鮮語

による影響から、規範や条例を支

写真2大酒店→ 立哺(2017.8) 

写真4 延大名伏小吃

→ を!al吾 辛 訊(2017.8) 

写真3大酒店→ 吼舎司(2017.8) 

写真5 弘昌汽牟界炉

→ 且丑叫ス担埠(2017.8) 

えにしたいわば精神論呵こよる絶え間ない 「統制」というトップダウンの人為的な力で多大な

労力とコストを注いで保たれている。

以上で見たように、 2016年規範集の中で、頭音法則不適用に代表される平壌の規範由来の

枠も維持しつつ、 4則は南北との共同成分増加の方針の下、事実上、実際に影喫の多い韓国の

規範への部分的接近へのシフトという側面を持ち、語彙規範は漢語とともに韓国の朝鮮語か

らの影響への対策という側面が出されている。そのため、 一部文字の名称・配列順序の変更

などでは従来の 3規範 2系統が 3系統になり、 一見いずれの規範とも乖離が広がった感があ

る。しかし、 2007年規範集までは平壌文化語の規範と同じであった「77」等の濃音を表す子

音字の名称が 2016年規範集の修正により、平壌文化語のせフl号でもソウル標準語の対フl国で

もない普フ］号という折衷案になったことは中国朝鮮語とその規範の性格を如実に表してい

る。金哲俊(2017:6)のいう 「伝統と実際を十分に考慮」するという、このような性格はいわ

ば苦肉の策であり中国朝鮮語の地政学的・政治的・経済的・歴史的環境から生み出された知

恵でもある。中国朝鮮語は漢語や韓国の朝鮮語からの影響の渦の中にあるが、そこから生み

出される南北朝鮮の朝鮮語に先んじた試みは逆に共通の規範を考える上で重要な実験的意味

を持つ。それを見る時、むしろ中国朝鮮語の持つ可能性と潜在力は小さくないであろう。
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